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第３章 計画の基本的考え方 

１ 基本理念 

国においては、第４期介護保険事業計画策定時に、団塊の世代が高齢期を迎える平

成26年度を目標として事業を展開することとしています。介護保険事業計画だけでな

く、高齢者の保健福祉事業においても、現在の高齢者施策はもちろんのこと、これか

ら高齢期を迎える団塊の世代の動向を常に視野に入れた事業展開が必要となります。 

従って、この計画では、高齢者保健福祉計画・第４期介護保険事業計画の基本理念

を継承することとし、この基本理念の実現を目指して積極的に事業を進めることとし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜基本理念＞ 
 

高齢者が住み慣れた地域で、快適な生活が営めるよう、 

総合的な福祉の増進に努めます。 

 

～ 活動的で生きがいに満ちた 

「活動的な８５歳」の実現と 

みんながみんなに優しいまちづくりの実現 ～ 

 

～ 高齢者が介護を要する状態になっても、その人らしい

生活を自分の意志でおくることができる「高齢者の尊厳を

支えるケア」の確立 ～ 
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２ 基本目標 

基本理念に基づき、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域社会

を実現するため、第４期計画で取り組んできた施策の成果や介護保険制度の改正を 

踏まえ４つの計画目標を定めます。 

 

 

 

健康寿命を延ばして永く健やかに暮らせるよう健康の維持・増進のための各種支援

策を充実するとともに保健事業の推進を図ります。 

また、高齢者に対し、高齢者施策と地域支援事業の連携により、効果的な介護予防

事業の推進を図ります。 

 

 

 

高齢者が働く意欲や活躍の場を持ち、豊富な知識と経験を活かしていきいきと活動

できるよう、地域活動などの社会参加活動を積極的に推進していきます。 

 

 

 

高齢者が、介護を必要とする状態になってもできる限り住み慣れた地域や家庭で安

心して暮らすことができるよう、介護サービス基盤の整備や人材の確保・育成への支

援に向けた取り組みを進めるとともに、サービスの質の向上を図る仕組みをさらに整

備していきます。 

 

 

 

人々がよりよい環境で共存・共栄できる社会を目指し、ともに支え合う地域に根差

した互助体制を推進していきます。 

要支援・要介護者を抱えた家族などの介護者の負担も考えながら、高齢者介護を社

会全体で担う体制を強化していきます。 

高齢者が介護を要する状態になっても、その人らしい生活を自分の意志で送ること

を可能とする地域にあった「高齢者の尊厳を支えるケア」を確立することを目指しま

す。 

 

１ 健康づくり・介護予防の推進 

４ 地域における相互支援システムづくり 

２ いきいきと活躍できる地域社会づくり 

３ 地域全体で支える基盤整備 

４ 地域における相互支援システムづくり 
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家族構成や意識の変化、社会経済状況が変化するなか、福祉そのものが今までの限

られた少数の人々を対象とするものから、すべての人々を対象とする普遍的な問題へ

と変わってきました。 

燕市においても、自助・共助・公助のバランスの取れた福祉のしくみづくりを進め

ており、国の福祉制度が毎年大きく変わりつつあるなかで、地域を中心にした新しい

福祉体制の整備が必要です。そのなかで、公平性の視点からサービスの利用と負担を

より適正で公平なものにしていくとともに、サービス事業者自身の苦情対応やサービ

ス向上を支援するために事業者等との協働体制の強化や適正な評価の実施を行って

いきます。 
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３ 基本的方向 

高齢者が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域において継続した生活

ができるよう地域包括ケアの考え方に基づき施策を推進していきます。 

 

（１）地域包括ケアの基本的な考え方 

 

① 地域包括ケアの一層の推進 

要介護高齢者や支援を必要とする高齢者を地域全体で支えるためには、日常

生活圏域において、介護、医療、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目な

く、有機的かつ一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の構築をめざし、

総合的な高齢者施策を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 介護保険制度の円滑な運営 

介護保険の給付の効率化・重点化などを進め、給付と負担のバランスを図る

ことで、将来にわたって安定した持続可能な介護保険制度を構築していきます。 

 

【地域包括ケアシステムの構築】 

○要介護高齢者を地域全体で支えるための体制整備 

・単身・重度の要介護者等にも対応しうるサービスの整備 

（24 時間対応の定期巡回・随時対応サービス等） 

・軽度の要介護者へのサービス、地域支援事業  ・住まいの整備、施設サービスのあり方

・認知症高齢者への対応、家族支援のあり方   ・地域包括支援センターの運営の円滑化

○たんの吸引、人材の確保 

○保険者が果たすべき役割 

日常生活圏域 

介護 

 

  

 

予防

医療生活支援 

住まい 
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地域包括ケアシステムの構築 

総合相談支援 

高齢者個別のニーズ及び地域の課題を把握

介護保険事業計画へ反映・介護保険・運営協議会 

既存・新たなサービス（仕組み）や課題に応じた支援基盤等を構築 

（地域包括支援ネットワークの構築）

保
険
者 

機
能
強
化 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
参
加 

課題抽出・解決ネットワークへの地域住民等の参加推進 

地域包括ケアの連携フローについて 

 

地域的レベル 

・見守り声かけ 

予防的レベル 

・閉じこもり 

・孤立・孤独 

・地域活動 

連携 

 
課題抽出 

ネットワーク 

 

課題解決 

ネットワーク 

対応レベル 地域包括支援センター等が主催 

地域ケア会議※ 

支援方針の決定、支援計画調整 

ケアチーム編成、マネジメントのキーパーソン決定

地域ネットの進行管理等 

介護保険課等 

地域包括支援センター職員 

ケアマネジャー事業者 

障害福祉担当者・生活保護担当者 

社協・DV 相談員・消費生活相談員 

保健センター・医師・施設担当者・後見人等 

家族・民生委員児童委員 

自治会マンション管理人 

賃貸住宅管理会社 

宅建主任・親族・近隣住民 

生活・介護支援サポーター 

など 

 

個別的レベル 

・困難ケース 

・チーム対応 

・専門職 

・研修等により 

育成された 

地域住民 

見守りチーム 
近隣住民・民生委員児童委員・自治会 

介護サポーター・地域ボランティア 

地区社協・商店街 等 

サービス介入チーム 
地域包括支援センター 

医師・ケアマネジャー 

サービス事業者・施設担当者 

後見人・社協 等 

家庭裁判所

警察署
地域介入ネットワーク 

重度 

軽度 

・他職種 

・他制度 

・地域人材 

上記の連結 

課題解決 

ネットワーク 

（チームケア）

医療連携

総合相談支援・発見・ニーズ調査※（地域課題の抽出）

地域住民 

自治会等 

 

民生委員

児童委員

ケアマネ

ジャー 

 

サービス

事業者 

医療機関

医師会 

その他 

銀行 

商店街等 

訪問調査・通報・見守り・地域活動支援ネットワーク

地
域
包
括
支
援 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

 

・介護予防 

・訪問介護 

・通所介護 

・特養・老健 等 

介護保険サービス 
 

・高齢者専用 

賃貸住宅 

・（一般・適合） 

住宅 
 

・かかりつけ医 

・在宅療養支援診療

・訪問看護 等 

医療系サービス
 

・法定後見 

・任意後見 

・地域市民後見人等 

・生活保護 等 

福祉・権利擁護 

 

・見守り・声かけ 

・配食・会食・送迎 

・買い物・緊急通報等

介護保険外サービス 

（生活支援） 

 

 
 

ニーズの 

早期発見 

 
ネットワークの構

築・ネットワーク

を活用した支援 

家族介護者も含めた要介護者以外への支援 ネットワークを 

活用した支援 

ニーズの 

発見 

要介護者への支援（ケアマネジャー） 

後方支援 センターへの 

支援要請 

権利擁護 

包括的・継続的 

ケアマネジメント

介護予防 

ケアマネジメント
地域ケア会議 

チームケアの支援 

他職種・他制度連絡調整 

地域包括支援センター（地域包括ケアのコーディネート） 

 地域包括支援

センター 

市介護保険担

当所管等 

課題整理等

地域包括支援

センター 

地域包括支援

センター 

地域包括支援

センター 
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これからの地域包括ケア体制の粗いイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施設において提供される各種生活支援サービスは地域においても不可欠。介護サービスに

加えて見守り・配食・安否確認 IT システム・地域送迎等をシステム化して、地域包括ケ

ア体制へ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・住まいとケアの分離 

・地域完結型 

・地域住民による互助活用 

・なじみの人間関係維持 

居宅介護の限界点を高める 

日常生活圏域 

住み慣れた地域 

地域包括支援センター 

地域マネジメント 

家族世帯 

（介護３）

日中独居 

１人世帯 

（介護２）

 

１人世帯 

（介護１）

 

家族世帯 

（介護４）

２人世帯 

（介護３）

（支援１）

 

・ボランティア

・住民団体 家族世帯 

（介護５） 

緊急通報 

安否確認 

システム 

高齢者住宅（※LSA 付き）＋複合サービス 

・高専賃 

・公営住宅 

・※UR 

 

小規模 

多機能 
24 時間訪問介護・24時間訪問看護・ 

通所介護・在宅支援診療所 

サービス拠点 

サービス提供

互助的支援 

サービス提供 

施設介護 
・住まいとケアがパッケージ 

・内部完結型 

・２４時間安心のケア（重度対応）

整備バランス 

介護老人福祉施設等 

・２４時間ケアの提供 

介護・入浴・食事提供・ベ

ッドコール・生活支援 等

・専門職の配置 

・バリアフリー空間の提供

（居住系） 

 

グループホーム 

特定施設 
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４ 日常生活圏域と地域包括支援センター 

（１）日常生活圏域の考え方 

 

地域の要介護者が住み慣れた地域で適切なサービスを受けながら生活できるよう、

市内における地理的条件、人口、交通事情など、その他の社会的条件、介護給付等

対象サービスを提供するための施設整備の状況等の条件を総合的に勘案し、日常生

活圏域を設定して取り組むことが計画で求められています。 

本市では、第５期計画においても、燕圏域を２圏域と吉田圏域、分水圏域の４つ

の圏域を単位として日常生活圏域を設定します。 

 

 

（２）地域包括支援センター 

 

本市では、地域包括支援センターを各日常生活圏域に１か所ずつ設置しており、

合わせて４か所設置しています。 

地域包括支援センターは、地域包括ケアの中核機関であり、その役割はさらに重

要となっていることから、相談支援や介護予防ケアマネジメント、虐待防止、権利

擁護等の機能が強化されるような環境づくりと体制整備を図ります。 
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５ 施策の体系 

本市では、高齢者が地域で安心して生活できるよう、保健施策の現状や課題、施

策の方向性、並びに介護保険ニーズとサービスの体制整備の方策を総合的にまとめ

るとともに、基本理念と基本目標を踏まえた施策を体系化し事業を推進していきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 

高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
快
適
な
生
活
が
営
め
る
よ
う
、

総
合
的
な
福
祉
の
増
進
に
努
め
ま
す
。 

1 健康づくり・ 

介護予防の推進 

4 地域における 

相互支援 

システムづくり

基本目標 施策の方向性 

2 いきいきと 

活躍できる地域

社会づくり 

（１）高齢者の社会参加と生きがいの場の整備 

③老人クラブ活動の支援

②施設の利用

①社会参加・生きがい対策事業 

④就労支援

⑤外出支援

（２）権利擁護の充実

①権利擁護の充実

3 地域全体で 

支える基盤整備 

（１）安心して暮らせる地域づくり 

③医療・救急体制の強化

②防災対策の強化

①地域ケアの増進

（２）在宅サービスと施設サービスの提供 

①在宅サービスの充実

②施設サービスの充実

（１）高齢者の家族への支援

①高齢者の家族への支援

（１）健康づくり・介護予防の推進 

③介護予防事業（一般施策） 

②保健事業

①健康診査・検診等

④一次予防事業（地域支援事業） 

⑤二次予防事業（地域支援事業） 

⑥食育事業

⑦訪問歯科健診事業


